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☆日本弁理士会著作権委員会　研究レポート　
　No.14 ………………………………………… ⑻☆均等論を適用した上で間接侵害を認めた控訴判決 ⑴

キーワード： 学習用具、特許権侵害、差止請求権不存在確認、均等論、間接侵害、発明の技術的範囲、特
許請求の範囲に記載された構成、生産にのみ用いる物。

判決主文：１．本件控訴を棄却する。
　　　　　２．控訴費用は控訴人の負担とする。

均等論を適用した上で間接侵害を認めた均等論を適用した上で間接侵害を認めた
控訴判決控訴判決

 特定侵害訴訟代理人・弁理士

技術士・理学博士 滝田　清暉

令和３年10月14日判決言渡　令和３年（ネ）10040号差止請求権不存在確認請求事件
（原審：大阪地裁：平成31年（ワ）第3273号、判決言渡：令和３年３月25日）

官公庁、公益法人、国立大学、自治体等の契約実務・監査事務の担当者必携！
「財務省会計制度研究会報告の論点」など新たな動きを加筆。
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